
申請受付及び
購入対象期間

令和８年６月２日～令和８年９月３０日
※期間終了前でも予算枠に達した時点で終了となります。

家庭用のエアコンを購入すると

補助します！！

購入前に申請が必要です！！
必ず購入前に申請してください。
購入後は交付はできません！！

補助対象要件

○伊東市内の販売店で対象機器を
購入すること
（領収書に記載されている店舗住所
が市内であること）

○家庭で使用する機器であること
○新品であること
○メーカーの製品保証書があること

○リース・レンタルではないこと
○世帯につき１台まで
○伊東市民であること

対象機器

エアコン
省エネ基準達成率100％以上

（目標年度2027）

省エネ達成率はQRコードまたは
https://seihinjyoho.go.jp/から確認
してください。

省エネ性能★３以上申請書のダウンロードや申請
方法についてはQRコードま
たは、下記問い合わせ先から
ご確認ください。

伊東市民限定

問い合わせ先
伊東市役所 環境課 環境政策係

☎ ０５５７－３２－１３７４
E-mail kankyou@city.ito.shizuoka.jp

https://seihinjyoho.go.jp/

